
令和４年度 第２回 まちづくり専門委員会議 

令和５年１月２０日（金）14：00～16：00 

三宮国際ビル７階 701 会議室 

次第 

１．開会 

２．まちづくり協定の変更 

・北須磨団地まちづくり協定（須磨区） ・・・［資料１］

３．まちづくり支援事業の検証評価 ・・・［資料２］

１）優良まちづくりボランティア団体の更新・コンサルタント派遣

・青木地区まちづくり協議会（優ボ更新２回目及び派遣 17 年目）

２）優良まちづくりボランティア団体の認定・更新

・本山北町まちづくり協議会（認定）

・六甲アイランドまちづくり協議会（更新２回目）

・北野・山本地区をまもり、そだてる会（更新１０回目）

４．閉会 

◆その他配布資料◆

・まちづくり条例の構成とまちづくり専門委員会議の役割 ・・・[資料３]

・令和４年度 まちづくり専門委員一覧 ・・・[資料４]

・まちづくり専門委員会議設置要綱 ・・・[資料５]
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北須磨団地まちづくり協定の変更について 

１ 専門委員会議で意見聴取する事項 

まちづくり協定の変更 

（神戸市地区計画及びまちづくり協定等に関する条例第 9 条） 

２ 地区の概要 

位 置：須磨区友が丘１丁目の一部、２丁目、３丁目の一部、４～６丁目、７丁目 

の一部、８丁目、９丁目の一部、多井畑字掛リ峠の一部 

面 積：約 102ha 

世帯数：約 2,600 世帯 

人 口：約 5,000 人（住民基本台帳 R4.10 末時点） 

【区域図】 

３ 協定締結組織 

北須磨まちづくり推進会（昭和 63 年設立、会長：西内 勝太郎 氏） 

４ 北須磨まちづくり推進会（協定）の経緯 
・昭和 62 年９月 新しい町づくり委員会発足 
・昭和 63 年 10 月 北須磨まちづくり推進会設立

（条例に基づくまちづくり協議会認定）

・平成２年６月 北須磨団地まちづくり協定の締結

・平成 13 年３月 北須磨団地まちづくり協定の一部変更

・平成 23 年３月 北須磨団地まちづくり協定の一部変更

・令和３年３月 北須磨団地まちづくり協定の一部変更

・令和５年３月 まちづくり協定一部変更予定（区域の変更）

資料１
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５ まちづくり協定の変更概要 

まちづくり協定区域の隣接地（旧水道事業用地）における住宅開発の計画を受け、

当該住宅開発区域を含む一定の範囲について、一体的なまちづくりを行うため、北

須磨団地まちづくり協定区域への編入を行う。

(1)変更に向けた活動（予定）

・令和 4 年 3 月 隣接地(旧水道事業用地)の住宅開発計画を受け、地域で

協定区域への編入の検討が開始

・令和 4 年 3 月～ 協定変更の協議・検討（編入区域内地権者の同意確認等） 

・令和 4 年 12 月 協定変更案（地域案）の作成

・令和 5 年 1 月 まちづくり推進会①の開催

（協定変更案（地域案）の協議）

・令和 5 年 2 月(予定) まちづくり推進会②の開催

（協定変更案（地域案）の確定）

まちづくり協定の変更に関するお知らせ

（協定変更案（地域案）の全戸周知）

６ 変更の内容(案) 

(1)区域の変更（まちづくり協定第２条）

友が丘 9 丁目の住宅開発区域等を協定区域に編入する。

・位 置：９丁目の一部 ⇒９丁目へ変更

・面 積：約 102ha ⇒約 106ha へ変更

住宅開発区域
（旧⽔道事業⽤地）
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(2)地区の新設（まちづくり協定第２条）

住宅開発区域については新たに「低層住宅地区 C」を設ける。

(3)編入区域の主なルール

 

【添付資料】
別紙１_変更協定（案）
別紙２_変更協定図⾯（案）

低層住宅地区C 公益施設地区 緑地保全地区 低層住宅地区Ａ

建築物の
⽤途の制限

⼾建て住宅
共同住宅のうちテラスハ
ウス

公共公益施設

原則建築不可
※公共公益上の観点からやむを
得ない事情があり、推進会及び
市⻑と事前に協議し、推進会が
認めた場合はこの限りでない。

⼾建て住宅
共同住宅のうちテラスハ
ウス

敷地⾯積の
最低規模

120m2 120m2 ― 120m2

外壁の
後退距離

0.5m 3.0m
低層建築物は1.0m

― 1.5m

建築物の
階数の限度

地上3階 協定締結の際の階数 ― 地上２階

駐⾞場の設置 駐⾞スペースの確保 必要に応じて確保 ― 駐⾞スペースの確保
敷地の緑化 敷地内の緑化に努める 敷地内の緑化に努める ― 敷地内の緑化に努める
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北須磨団地 まちづくり協定 

 神戸市長（以下｢市長｣という。）と北須磨まちづくり推進会（以下｢推進会｣という。）

は、北須磨団地の｢うるおいあふれる住みよいまちづくり｣を推進するため、 

神戸市地区計画及びまちづくり協定等に関する条例（昭和 56 年 12 月条例第 35 号。以

下｢まちづくり条例｣という。）第９条の規定に基づき、次のとおりまちづくり協定（以下

｢協定｣という）を締結する。 

（名称） 

第１条 この協定は、｢北須磨団地まちづくり協定｣と称する。 

（地区の位置及び区域） 

第２条 協定の対象となる地区（以下｢対象地区｣という。）の位置は次のとおりとする。 

 本会の地区は、神戸市須磨区友が丘１丁目の一部、友が丘２丁目、友が丘３丁

目の一部、友が丘４丁目、友が丘５丁目、友が丘６丁目、友が丘７丁目の一部、

友が丘８丁目、友が丘９丁目の一部、多井畑字掛峠の一部とする。 

２ 対象地区は、低層住宅地区 A、低層住宅地区 B、低層住宅地区 C、中高層住宅地

区、センター地区、公益施設地区及び緑地保全地区の各地区に区分し、対象地

区及び各地区の区域は、別紙図面のとおりとする。 

（市長と推進会の役割） 

第３条 推進会は、この協定により住みよいまちづくりを推進するため、積極的に行動

し、市長は、この協定に基づき、推進会に対し必要な助言及び指導に努めるも

のとする。 

（まちづくりの目標） 

第４条 北須磨団地の基本理念である｢友愛と信義｣のもとに｢うるおいあふれる住みよ

いまちづくり｣を行うことを目標とする。  

（まちづくりの方針） 

第５条 まちづくり方針は、次に定めるとおりとする。 

(1) 多様な価値観や個性を認めあいながら、まちの柔らかいまとまりを育てる。 

(2) 長期的な視点に立って、環境を生かしながらまちを育てる。

(3) ルールによる対応を基本に、現実的な側面を補完するシステムづくり及び

ものづくり（施設整備）の組合せにより、総合的なまちづくりを行う。

(4) 各世代がそれぞれの特性を生かしながら、まちづくりの役割分担を担う。

（土地利用の方針） 

第６条 各地区の土地利用の方針は、次に定めるとおりとする。 

(1) 低層住宅地区 A、及び低層住宅地区 B及び低層住宅地区 Cは、落ち着きのあ
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る良好な低層住宅地を形成するとともに、うるおいやふれあいの場所づく

りにも努める地区とする。 

(2) 中高層住宅地区は、周辺環境と調和のとれた良好な中高層住宅地を形成す

るとともに、建て替えの際には、生活の多様化や高齢化によって求められる

諸機能の補完にも努める地区とする。

(3) センター地区は、親しみやすいコミュニティ施設や商業施設によって、団地

のセンターを形成するとともに、また、施設の充実・整備により、高齢化へ

の対応に努める地区とする。

(4) 公益施設地区は、個々の公共公益施設の特性を生かし、住宅地と調和のとれ

た地域環境を形成する地区とする。

(5) 緑地保全地区は、緑地を保全する地区とする。

（道路及び公園の整備の方針） 

第７条 対象地区の道路については、周辺地区との連絡道路の整備に努め、対象地区の公

園については、住民のふれあいの場として、市長と住民が協力して維持管理に

努める。 

（建築物の用途の制限） 

第８条 低層住宅地区 A、及び低層住宅地区 B及び低層住宅地区 Cにおいて建築できる建

築物は、第１種低層住居専用地域で建築できる用途の建築物のうち、戸建住宅、

共同住宅のうちテラスハウス型のもの、公共公益施設のうち良好な居住環境形

成のために必要と認められるもの及びこれらに附属する自動車車庫等とする。 

２     中高層住宅地区において建築できる建築物は、第１種中高層住居専用地域で建

築できる用途の建築物のうち、共同住宅、兼用共同住宅（共同住宅の建て替え

によって建築される兼用共同住宅で、住宅地内での日常生活において必要とな

る程度の公共公益施設の用途に供する部分が２階以下にあるものをいう。）及

びこれらに附属する自動車車庫等とする。 

３ センター地区において建築できる建築物は、第１種住居地域で建築できる用途

の建築物のうち、物品販売業を営む店舗、食堂、喫茶店、事務所等、公共公益

施設のうち良好な居住環境形成のために必要と認められるもの及びこれらに

附属する自動車車庫等とする。

４ 公益施設地区において建築できる建築物は、第１種中高層住居専用地域で建築

できる用途の建築物のうち、公共公益施設で良好な居住環境形成と調和のとれ

るもの及びこれらに附属する自動車車庫とする。

（緑地の保全） 

第９条 緑地保全地区においては、建築物その他の工作物を建築することはできない。

ただし、公共公益上の観点からやむを得ない事情があり、当該建築主(建築基準

法第２条第 16 号に規定する者をいう。)が推進会及び市長と事前に協議し、推

進会が認めた場合はこの限りでない。 
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（敷地面積の 低規模） 

第 10 条 敷地の細分化による居住環境の悪化を防止するため、敷地面積の 低限度は、

120 平方メートルとする。ただし、協定締結の際に、敷地面積が 120 平方メー

トル未満である場合は、その敷地面積を 低限度とする。

（外壁の後退距離） 

第 11 条 次の各号の地区における建築基準法第 54 条第１項の外壁の後退距離について

は、当該各号に掲げる数値以上とする。ただし、建築基準法施行令第 135 条の

22 に掲げる場合または中高層住宅地区において、周辺の状況により第２号に掲

げる数値未満であっても支障がないと推進会が認めた場合は、この限りでない。

また、協定締結の際にテラスハウス型住宅が建築された敷地において、敷地を

分割して建築物を建築する際は、分割した隣地境界線について、当該建築主(建

築基準法第２条第 16 号に規定する者をいう。)が推進会及び市長と事前に協議

し、推進会が認めた場合はこの限りでない。 

(1) 低層住宅地区Ａ及び低層住宅地区Ｂ 1.5 メートル

(2) 低層住宅地区Ｃ 0.5 メートル

(32) 中高層住宅地区 ３メートル

(43) センター地区及び公益施設地区 ３メートル（ただし、低層建築物について

は１メートル）

（建築物の階数の限度） 

第 12 条 次の各号の地区において建築する建築物の階数については、当該各号に掲げる

数値以下とする。 

(1) 低層住宅地区Ａ 地上２階

(2) 低層住宅地区Ｂ及び低層住宅地区Ｃ 地上３階

(3) 上記以外の地区 協定締結の際の建築物の階数

ただし、公共公益上の観点からやむを得ない事情があり、当該建築主（建築基

準法第２条第16号に規定するものをいう。）が推進会及び市長と事前に協議し、

周辺環境と調和がとれると推進会が認めた場合は、この限りでない。 

（駐輪場及び駐車場の設置） 

第 13 条 低層住宅地区 A、及び低層住宅地区 B 及び低層住宅地区 C においては、車の所

有台数に応じた駐車スペースを設けるものとし、車がない場合においても駐車

場予定地を確保しておくように努める。 

２   中高層住宅地区においては、建て替える際には戸数分の駐車場を設けるものと

し、やむを得ず戸数分以下の台数の駐車場を設置する場合においても、将来的

に駐車場の増設が可能な配置及び建築計画とし、また、兼用共同住宅の場合は、

居住者用とは別途に、必要に応じて駐車場及び駐輪場を設けるように努める。 

３ センター地区及び公益施設地区においては、必要に応じて駐車場及び駐輪場を
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設けるよう努める。 

（敷地の緑化） 

第 14 条 対象地区においては、敷地内の緑化に努めるものとし、特に、塀及びさくは生

け垣等にするなど、通りにうるおいを与えるよう積極的に努める。 

（周辺居住環境への配慮） 

第 15 条 対象地区内で建築等を行おうとする者は、日照の障害、電波の障害、プライバ

シーの侵害、騒音の発生その他の迷惑行為（以下「迷惑行為」という。）の防止

に努める。 

（屋外広告物の設置基準） 

第 16 条 対象地区内の施設等の広告及び案内は、自治会の広報等を利用するものとし、

やむを得ず屋外広告物を設置する必要がある場合は、必要 小限度のものとし、

設置場所、個数、規模、色彩等を工夫し、周辺の居住環境と調和するように努

める。 

（協定の有効期間） 

第 17 条 この協定の有効期間は、令和 13 年３月 31 日までとする。更新する際は、市長

と推進会が協議の上で行う。 

(補則) 

第 18 条 この協定中疑義が生じた事項又は協定に定めのない事項については、市長と推

進会が協議するものとする。 

２  この協定の事項について変更する必要が生じた場合又は新たな事項を定める

必要が生じた場合は、市長と推進会は協議を行うものとする。 

３  この協定の運用にあたっては、協定の適正かつ公正な運用を図るため、まちづ

くり協定運用細則を別に定める。 

 以上のとおり協定した証として、本書を２通作成し、協定当事者において記名押印の

上、各１通を保有する。 

令和 ５年 月 日 

神戸市中央区加納町６丁目５番１号 

神戸市長 久元 喜造 

神戸市須磨区友が丘７丁目２７５ 

北須磨まちづくり推進会 

会  長 西内 勝太郎 
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■

□

□

□

□

■

助成  認定・更新 3 年間を適とする

派遣 年間を適とする年度より

否とする
その他

（理　　由）

□
下記の点に留意してまちづくり
活動に取り組んでください。

（留意事項）

（事務局意見）

政策的位置づけ等のチェック

事務局提案

ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ等に位置づけがあるか。

市が優先的に取り組む事業か。
□

・六甲IL都市機能ゾーン地区計画

計画案の通りまちづくり活動に
取り組んでください。

□
まちづくりの自立に向けた活動を計
画しているか。（※自立：専門家に依存せず、
地域の力で持続的にまちづくり活動を行うこと）

　　年度より

　年間の認定・更新を認める。

□
１テーマの取り組み期間が３年以内
で計画されているか。 □

□
コンサル派遣を行う期間を10年以
内で計画されているか。

□

□ コンサルタント派遣 □ コンサルタント派遣

□
技術的支援が必要な内容となって
いるか。

□ 適とする

（事務局意見）

□
下記の点に留意してまちづくり
活動に取り組んでください。

□

以下の意見も参考にしていただき、
これまでのまちづくり活動で蓄積さ
れた経験や教訓を情報発信してい
ただくなど、これからもまちづくり活
動の活性化に向けて取り組んでい
ただけることを期待しています。

■ 優良まちづくりボランティア団体
（留意事項）

■

①地域の環境改善（ルール系）、②
都市基盤の整備（事業系）、③良好
な景観形成（景観系）などのまちづ
くり活動を、長期にわたり組織的に
行われてきたか。

（意　　見）

■

①まちづくりの自立に向けた活動を
計画、②他のまちづくり団体への啓
発活動、③人材養成活動を行う資
質を有しているか。（※自立：助成金に頼
らず、地域の力で持続的にまちづくり活動を行
うこと）

□ 否とする

（理　　由）

３年間の 認定・更新を認める。

□

これまでのまちづくり活動で蓄積さ
れた経験や教訓を情報発信してい
ただくなど、まちづくり活動の活性
化に向けて取り組んでいただけるこ
とを期待しています。

■
わがまち空間づくりに取り組んでい
るか。 □

計画案の通りまちづくり活動に
取り組んでください。

（事務局意見）

査　定　内　容 審　議　内　容 意 見

　まちづくりの段階チェック ■
優良ボランティア団体

認定・更新

□
評価及び検証対象外
（派遣6年目・9年目のみ）

市が団体を認定しているか。
■ 適とする

構想を市へ提案しているか。

構想の具体化に取り組んでいるか。

■

令和５年度より

長期計画について

令和４年度 評価シート 団体名 六甲アイランドまちづくり協議会

事　　務　　局

まちづくり支援事業
まちづくり専門委員

都市局審査委員会

令和4年12月27日 令和5年1月20日
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ステップ１ ステップ２ ステップ３
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